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企画管理部人事課 

    

今日の職員のマスクでの対応の指針は、マスクの国での指針や指導は 

  

 

１ 今日の職員のマスクでの対応の指針 

  指針はありません。 

  本市においては、令和５年５月１日付け職員通知「新型コロナウイルス感染症の感

染症法上の位置付け変更に係る取り組み等の見直しについて」で、次のとおり通知し

ています。 

 

（抜粋） 

  (1)マスクの着用 

    令和５年３月８日付けで協力依頼をしていた「マスク着用」について、令和５

年５月８日以降は職員の任意のものとする。 

ただし、職員及び同居家族等が新型コロナに発症した場合、発症後１０日間が

経過するまでの間、マスク着用を推奨する。 

 

２ マスクの国での指針や指導 

  職員のマスク着用に対する国の指針等はありません。 

 令和５年４月２８日付け人事院通知職職－１３３「『新型コロナウイルス感染症の

感染防止に向けた職場における対応について』等の廃止について」により、「新型コ

ロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応について（令和２年６月１

０日付け職職－１７９、令和２年１２月４日付け職職－３１４及び令和３年５月１０

日付け職職－１０９）」、「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向け

た職場における対応について（令和２年４月６日付け職職－１５１及び令和２年５月

１３日付け職職－１６４）」、「新型コロナウイルス感染症の感染防止に係るマスクの

着用の今後の対応について（令和５年３月７日付け職職－７７）」が令和５年５月７

日をもって廃止されたところです。 


